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平成２１
年度

長
寿
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

保
険
料
に
つ
い
て

平
成
21
年
度
の
保
険
料
の
算
定
方
法
が
一
部
変
更
に
な
り
ま
す
。

１　

均
等
割
額
の
軽
減
に
つ
い
て

■均等割額（３６，７５８円）の７割軽減該当者
　の年間保険料額

平成２０年度 平成２１年度

５，４００円
一律８．５割軽減

１１，０２７円
７割軽減

３，６７５円
９割軽減※

または

　
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
と
世

帯
主
の
合
計
所
得
金
額
が
33
万
円

以
下
の
場
合
、
平
成
20
年
度
は
経

過
措
置
と
し
て
一
律
8.5
割
軽
減
と

※均等割９割軽減の条件
　７割軽減に該当する場合で、被保険者全員の所得が
必要経費・控除を差し引いたときに０円となる方が対
象になります。
　（年金収入のみの場合は、年額８０万円以下の方が
対象です）

２　

所
得
割
の
軽
減
に
つ
い
て

　
平
成
21
年
度
に
お
い
て
も
、
所

得
割
を
算
定
す
る
基
準
所
得
（
前

年
の
総
所
得
金
額
な
ど
か
ら
基

礎
控
除
33
万
円
を
引
い
た
額
）
が

58
万
円
以
下
の
場
合
、
所
得
割
額

が
半
額
に
な
り
ま
す
。（
年
金
収

入
の
み
の
場
合
、
１
５
３
万
円
か

ら
２
１
１
万
円
ま
で
の
方
が
対
象

で
す
）

３　
『
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
』
で
あ
っ
た
方
の

　
　

保
険
料
に
つ
い
て

　
長
寿
医
療
制
度
の
資
格
取
得
日

の
前
日
に
『
被
用
者
保
険
の
被
扶

養
者
』で
あ
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、

長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と

な
っ
た
日
か
ら
２
年
間『
所
得
割
』

は
か
か
ら
ず
、『
均
等
割
』
の
５

割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
21
年
度
に
つ
い

て
は
平
成
20
年
10
月
か
ら
引
き
続

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
21
年

度
は
、
７
割
軽
減
ま
た
は
９
割
軽

減
と
な
り
ま
す
。

き
、『
均
等
割
』
が
９
割
軽
減
さ

れ
ま
す
。

　

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
険

料
額
が
軽
減
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、健
康
保
険
課
医
療
助
成
係（
☎

22
・
９
６
６
０
）
へ
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

『被用者保険の被扶養者』とは ･･･

　全国健康保険協会（協会けんぽ：以前の政府管掌健康保
険）、企業の健康保険組合、船員保険、公務員共済組合など
に加入する家族の方に健康保険上で扶養されていた方であ
り、市・町国民健康保険および国民健康保険組合であった
方は含まれません。
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国民年金
のはなし

　

１
カ
月
分
１
万
４
４
１
０
円
の

国
民
年
金
保
険
料
額
は
、
４
月

か
ら
１
万
４
６
６
０
円
（
年
額

17
万
５
９
２
０
円
）に
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
は「
口
座
振
替
」

が
便
利
で
お
得
で
す
。

　

６
カ
月
分
の
口
座
振
替
前
納
の

場
合
、年
間
２
０
０
０
円
の
割
引
、

ま
た
、
保
険
料
を
当
月
末
の
口
座

振
替
（
早
割
）
の
場
合
、
年
間

６
０
０
円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、

金
融
機
関
窓
口
で
口
座
振
替
申
出

書
に
記
入
・
押
印
（
金
融
機
関
の

届
出
印
）
の
上
、
金
融
機
関
ま
た

は
社
会
保
険
事
務
所
に
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
が
開
始
さ
れ
る
ま

で
、
お
申
し
込
み
後
２
カ
月
程
度

か
か
り
ま
す
の
で
、
お
申
し
込
み

は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
21
年
度
の

国
民
年
金
保
険
料
額

　

最
近
、
解
雇
や
契
約
を
更
新
さ

れ
ず
に
失
業
さ
れ
る
方
が
増
え
て

い
ま
す
。

　

厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
し
て
い

た
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
失
業
を

理
由
に
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除

さ
れ
る
「
退
職
特
例
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。
退
職
の
理
由
は
、
解
雇

だ
け
で
な
く
自
己
都
合
で
辞
め
た

場
合
も
含
ま
れ
、
退
職
日
は
前
年

度
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ま
す
。
免
除

が
認
定
さ
れ
ま
す
と
、
保
険
料
を

一
部
納
め
た
の
と
同
じ
扱
い
に
な

り
、
ま
た
10
年
以
内
な
ら
ば
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

手
続
き
は
、
住
民
票
ま
た
は
外

国
人
登
録
の
あ
る
市
町
村
へ

◦
失
業
を
証
明
す
る
書
類

◦
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

　

号
が
わ
か
る
書
類

◦
印
鑑

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
健
康
保
険
課

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
５
９

　

各
支
所
住
民
課

４　

保
険
料
の
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
に
つ
い
て

※
希
望
に
よ
り
、

　

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
口
座
振
替
へ
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成
20
年
度

中
は
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
し
た
が
、
平
成
21
年
度

か
ら
は
要
件
が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。

　
年
金
天
引
き
を
継
続
す
る
場
合
は
、
改
め
て
申
請

を
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平成２０年度（平成２１年３月まで）
　【次のいずれかの要件を満たす方】
①国民健康保険料（税）をこの２年間滞納なく納付さ
れていた方（本人）が口座振替により納付する場合
②年金収入が１８０万円未満の方で、世帯主または
配偶者の口座振替により納付する場合

平成２１年度（平成２１年４月から）
　要件が撤廃されましたので、年金天引きの方で、
口座振替による納付をご希望の方は、健康保険課医
療助成係（☎２２－９６６０）にお申し出ください。

※
口
座
振
替
へ
の
変
更
は
、
申
請
日
に
よ
り
開
始
の

時
期
が
異
な
り
ま
す
。

■
所
得
税・住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

　
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
の
口
座
か
ら
の
お
支
払

い
に
変
更
し
た
場
合
、そ
の
社
会
保
険
料
控
除
は
、

口
座
振
替
に
よ
り
支
払
っ
た
方
に
適
用
し
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
世
帯
全
体
の
所
得
税
や
住
民
税

が
少
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
上
野
税
務
署
ま
た
は
本
庁
税
務
課
市

民
税
係
（
☎
22
・
９
６
１
３
）
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
が
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
の
平
成

21
年
４
月
・
６
月
・
８
月
の
保
険
料
に
つ
い
て

　
保
険
料
が
年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
て

い
る
方
の
平
成
21
年
４
月
・
６
月
・
８
月
分
の
保

険
料
は
、
仮
徴
収
と
し
て
平
成
21
年
２
月
分
と
同

額
を
そ
れ
ぞ
れ
年
金
か
ら
天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

■
口
座
振
替
を
選
択
さ
れ
た
方
の
平
成
21
年
度
保

険
料
の
徴
収
開
始
時
期
に
つ
い
て

　
徴
収
開
始
は
、平
成
21
年
度
保
険
料
が
決
定（
７

月
予
定
）
後
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
健
康
保
険
課　
　
　

☎
22
・
９
６
６
０

　

三
重
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
　
　
　
　
　

☎
０
５
９
・
２
２
１
・
６
８
８
３

退
職
特
例
制
度

年
金
天
引
き
➡
口
座
振
替


